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報道機関 各位                           記者発表資料 

平成２０年９月２５日（木） 

問い合わせ先：改革推進室 

担当：佐野、徳永 

電話：８２９―１１０８ 

内線：２４９６ 

 

平成２０年１０月１日付けで、組織改正を行います 

 さいたま市では、新たな行政課題や重点的に取組むべき課題への対応を図るため、

平成２０年１０月１日付けで組織を改正します。 

 

記 

 

１．債権回収の強化に向けた専門組織の整備 

（１） 「債権回収対策課」の設置 

市債権の回収にあたり、高額困難事案の集中処理など全庁的な債権回収対策に取組

むことにより、徴収の専門知識やノウハウの共有化など徴収業務の効率化を進めて徴

収体制を強化するため、財政局税務部内に専門組織として、「債権回収対策課」を設置

します。 

 

２．地球温暖化防止対策に向けた組織体制の強化  

（１） 「地球温暖化対策室」の設置（「環境総務課」の課内室） 

地球的規模で課題となっている温暖化防止に向け、本市の事業展開を強力に推進す

るため、温暖化対策や新エネルギー等を進める「地球温暖化対策室」を環境局環境共

生部環境総務課の課内室として設置します。 

 

（２） 「交通環境対策室」の設置（「環境対策課」の課内室） 

「人と環境にやさしい自動車使用とモビリティ社会の実現」に向け、電気自動車や

天然ガス自動車などの低公害車普及促進など、自動車に係る環境負荷低減策を更に推

し進めるため、「環境対策課」の課内室として「交通環境対策室」を設置します。 

 

３．組織の名称変更 

（１） 「サッカープラザ準備室」への名称変更（「スポーツ企画課」の課内室） 

 政策局政策企画部スポーツ企画課の課内室「サッカーミュージアム準備室」を「サ

ッカープラザ準備室」に名称変更します。 

改正組織図 … 別添 
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